（工事または製造の請負契約用）
品川区公契約条例に関するお知らせ

	契約件名
	

	履行場所
	

	履行期間
	年　月　日から　　　年　月　日まで


　この業務は、品川区公契約条例に基づき、従事する労働者等に対し労働報酬下限額以上の賃金を支払うことを、区と受注者との契約で約定しています。

○労働報酬下限額
受注者等が労働者等へ支払う賃金の下限額となる1時間あたりの額をいいます。
	別表のとおり



○適用対象となる労働者等
	受注者等に雇用され、専ら公契約に係る業務に従事する者
（正社員、パート、アルバイト、派遣労働者等）

	受注者等との契約により、公契約に係る業務を請け負う者
（いわゆる一人親方）


　＊受注関係者（下請業者、再委託先等）の労働者等も適用対象となります。
　＊次に掲げる者は、適用対象となりません。
　　ア 同居の親族のみを使用する事業または事業所に使用される者および家事使用人
イ 労働基準法第９条の労働者ではない者（ボランティア、役員等）
ウ 最低賃金法第７条の労働者（使用者が都道府県労働局長の許可を受けている者に限る。）
エ 公契約に係る業務に専属で従事していない労働者
（従事する業務の内容に、公契約に係る業務と公契約以外の業務が混在している労働者）
オ 公契約に係る業務に直接従事していない労働者
（会社役員、経理作業を行う者、材料製造に係る者等）
カ 公契約に係る業務に従事した時間が、１か月当たり３０分 に満たない者
キ 工事または製造の請負契約における現場代理人、監理技術者、主任技術者

○申出をする場合の申出先
労働者等は、賃金が支払われない場合や賃金の額が労働報酬下限額を下回る場合は、区または受注者等にその事実を申し出ることができます。
	申出先
	住所
	連絡先

	受注者
	
	〒

	TEL　
MAIL　

	受注
関係者
	
	〒

	TEL　
MAIL　

	区
	品川区企画経営部
経理課
	〒140-8715
品川区広町2-1-36
	TEL　03-5742-6641
MAIL　keiyaku@city.shinagawa.tokyo.jp


＊受注者は、受注関係者が労働者等に対して支払った賃金の額が労働報酬下限額を下回るときは、その差額に相当する額が支払われるようにする必要があります。
＊受注者等は、労働者等が申出をしたことを理由として、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはなりません。

別表
○令和８年度労働報酬下限額

単位：円（１時間あたり）
	Ｎｏ．
	職種
	労働報酬
下限額
	Ｎｏ．
	職種
	労働報酬
下限額

	１
	特殊作業員
	３，４５４
	２７
	普通船員
	３，６７９

	２
	普通作業員
	３，０３８
	２８
	潜水士
	５，９２９

	３
	軽作業員
	２，１０４
	２９
	潜水連絡員
	４，２９８

	４
	造園工
	３，１１７
	３０
	潜水送気員
	４，０３９

	５
	法面工
	３，７８０
	３１
	山林砂防工
	３，６５７

	６
	とび工
	３，７２４
	３２
	軌道工
	６，６０４

	７
	石工
	３，７２４
	３３
	型わく工
	３，７１３

	８
	ブロック工
	３，６４５
	３４
	大工
	３，４４３

	９
	電工
	３，８５９
	３５
	左官
	３，８０３

	１０
	鉄筋工
	３，８０３
	３６
	配管工
	３，３８７

	１１
	鉄骨工
	３，３５３
	３７
	はつり工
	３，５１０

	１２
	塗装工
	４，１０７
	３８
	防水工
	４，２９８

	１３
	溶接工
	４，２８７
	３９
	板金工
	４，０２８

	１４
	運転手（特殊）
	３，４９９
	４０
	タイル工
	３，１２８

	１５
	運転手（一般）
	２，８８０
	４１
	サッシ工
	３，７４７

	１６
	潜かん工
	４，１９７
	４２
	屋根ふき工
	４，０２８

	１７
	潜かん世話役
	５，０２９
	４３
	内装工
	３，８７０

	１８
	さく岩工
	４，７２５
	４４
	ガラス工
	３，７５８

	１９
	トンネル特殊工
	４，２５３
	４５
	建具工
	３，８７０

	２０
	トンネル作業員
	３，６１２
	４６
	ダクト工
	３，３８７

	２１
	トンネル世話役
	４，８１５
	４７
	保温工
	３，２１８

	２２
	橋りょう特殊工
	４，１２９
	４８
	建築ブロック工
	３，７２４

	２３
	橋りょう塗装工
	４，１０７
	４９
	設備機械工
	３，１５０

	２４
	橋りょう世話役
	４，７２５
	５０
	交通誘導警備員Ａ
	２，３０７

	２５
	土木一般世話役
	３，８７０
	５１
	交通誘導警備員Ｂ
	２，１０４

	２６
	高級船員
	４，４６７



＊上記に関わらず、見習い、手元等の労働者および年金等受給に伴い日当たり賃金を調整している労働者の労働報酬下限額については、１時間あたり１，６３７円となります。
